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【手続補正書】
【提出日】平成30年2月16日(2018.2.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デッキ、例えばテラス、を形成するために並置されるスラット（１）を取り外し可能に
固定するためのシステムであって、平坦な床上に、又は、前記スラット（１）の軸に垂直
に方向付けられたジョイスト若しくは床板受支持体（２０）上に列を成して配置される留
め具（３）を含み、前記留め具（３）が前記スラット（１）に対する締結手段を含むシス
テムにおいて、
　前記システムは、平坦な床に対して平行に配置された、又は、ジョイスト又は床板受タ
イプの各支持体（２０）につき１つの不浸透性チャネル（２）の割合で配置され、それに
より前記支持体（２０）の上面を覆う複数の不浸透性チャネル（２）を含み、取り外し可
能な締結手段及び位置決め手段が、前記チャネル（２）上、及び、フレキシブルな弾性材
料から作られた留め具（３）上に設けられ、前記位置決め手段が、前記チャネル（２）の
軸方向における遊びを許容することを特徴とするシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載の並置されるスラット（１）を固定するためのシステムであって、
　各チャネル（２）が、２つの側部ガイドウェイ（２２、２３）であって、各留め具（３
）の長手方向端近くで各留め具（３）のソールプレート（４）から突出するフックを形成
する少なくとも２つのタブ（１０）と協働するように構成された２つの側部ガイドウェイ
（２２、２３）を含み、前記タブは、前記ソールプレート（４）が前記チャネル（２）の
上面に置かれている時に、前記ガイドウェイ（２２、２３）内に弾性的にクリップするこ
とを特徴とするシステム。
【請求項３】
　請求項２に記載の並置されるスラット（１）を固定するためのシステムであって、
　前記タブ（１０）は、前記ソールプレート（４）内に形成された矩形開口部（８）の縁
を接続する横材（９）から延び、前記横材（９）は前記チャネル（２）の軸に沿って方向
付けられていることを特徴とするシステム。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３に記載の並置されるスラット（１）を固定するためのシステムで
あって、
　前記タブ（１０）は、フック（１１）を構成する突出チャネルを自由端に備える面とは
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反対側の面上に、フィン（１５）を含み、フィン（１５）の下部チャネルは、前記ソール
プレート（４）から突出し、更には、矩形状の切り欠き（１６）を備えることを特徴とす
るシステム。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の並置されるスラット（１）を固定するた
めのシステムであって、
　前記位置決め手段は、各留め具（３）のソールプレート（４）を通過して突出する少な
くとも２つのスタッド（１３）であって、前記チャネル（２）の上面に設けられた２つの
位置決め孔（２４）内に挿入されるように設けられたスタッド（１３）を含み、前記スタ
ッド（１３）は、それぞれ、前記留め具（３）の縦方向（長手方向）及び横方向の２つの
正中面の一方の側に位置していることを特徴とするシステム。
【請求項６】
　請求項３から請求項５のいずれか１項に記載の並置されるスラット（１）を固定するた
めのシステムであって、
　それぞれが、前記ソールプレートの開口部（８）の第１縁であって、一方では前記チャ
ネル（２）の軸と平行であり、他方では前記留め具（３）の横方向正中面に近接する、前
記ソールプレートの開口部（８）の第１縁に、舌（１４）によって接続される２つのスタ
ッド（１３）が存在し、各スタッド（１３）は、前記第１縁に垂直な前記開口部（８）の
第２縁の近くに置かれていることを特徴とするシステム。
【請求項７】
　請求項４、請求項４を引用する請求項５、又は請求項４を引用する請求項６記載の並置
されるスラット（１）を固定するためのシステムであって、
　前記チャネル（２）の上面は、前記留め具（３）が載る平坦な中央レール（１７）を含
み、前記ソールプレート（４）の下面からの前記タブ（１０）及びフィン（１５）の突出
部と少なくとも等しいチャネル（２）の上面からの距離に置かれたれた２つの横平面部分
上に、前記留め具（３）が位置することを特徴とするシステム。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の並置されるスラット（１）を固定するた
めのシステムであって、
　前記チャネル（２）は、横方向において、垂直支持面（２０）の一部を覆うことが可能
な返しを備えることを特徴とするシステム。
【請求項９】
　請求項７、又は、請求項７を引用する請求項８に記載の並置されるスラット（１）を固
定するためのシステムであって、
　実質矩形状の断面を有する中央軸方向溝（１８）が前記中央レール（１７）の上面に形
成され、前記中央軸方向溝（１８）は、その対向垂直壁に前記チャネル（２）の表面と平
行に方向付けられた線状螺子切りを備えることを特徴とするシステム。
【請求項１０】
　請求項５又は請求項６に記載の並置されるスラット（１）を固定するためのシステムで
あって、
　前記チャネル（２）の上面は、前記留め具（３）が載る平坦な中央レール（１７）を含
み、
　実質矩形状の断面を有する中央軸方向溝（１８）が前記中央レール（１７）の上面に形
成され、
　前記チャネル（２）の前記中央レール（１７）は、前記中央軸方向溝（１８）の両側に
、前記スタッド（１３）の直径と少なくとも等しい幅の矩形断面を有する２つのサイド溝
（１９、２１）を含み、前記サイド溝の上部開口部は、スロットによって分離された凹状
リムにより部分的に閉鎖されており、前記サイド溝には、前記スタッド（１３）用の位置
決め開口部（２４）が形成されていることを特徴とするシステム。
【請求項１１】
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　請求項９又は請求項１０記載の並置されるスラット（１）を固定するためのシステムで
あって、
　前記留め具（３）は、前記中央軸方向溝（１８）に対する、前記チャネル（２）の横方
向における中心に置かれた貫通開口部（１２）を備えることを特徴とするシステム。
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